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者
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　ドメスティックバイオレ
ンス（ＤＶ）は、殴る、け
る等だけでなく、精神的・
社会的・性的・経済的な暴
力など、さまざまな形で現
れ、被害を受けた人の心や

身体を傷つけてしまう人権
侵害です。
　ひとりで悩まず、まずは
ご相談ください。
 企画政策課男女共同参画
室（☎０４２−３８７−９８５３）
問

相談先
０４２−３８７−９８５３企画政策課男女共同参画室
０３−５４６７−２４５５東京ウィメンズプラザ
０３−５２６１−３１１０東京都女性相談センター
０４２−５２２−４２３２東京都女性相談センター多摩支所
０３−３５０１−０１１０警視庁総合相談センター
０３−５２６１−３９１１東京都女性相談センター（夜間・緊急時）

０１２０−２７９−８８９
ＤＶ相談＋（プラス）（２４時間対応）
※メール・チャット相談はＤＶ相談＋ホー
ムページ（https://soudanplus.jp/）から

パートナーからの暴力パートナーからの暴力にに
悩んでいません悩んでいませんかか

議会・行政委員会等女性の参画率
東京都

（平成３１年４月１日現在。議員数は令和
２年７月７日現在）

多摩２６市
（令和２年４月１日現在）

小金井市
（令和２年４月１日現在）

人数等

議会・行政委員会等 女性比率女性の
人数総数機関数女性比率女性の

人数総数機関数女性比率女性の
人数総数機関数

２９.１％３７１２７−２７.７％２０９７５４−３７.５％９２４−議会
１６.５％１５９１９１６.４％１７５１,０６８１９６２２.６％７３１６行政委員会（教育委員会ほか）
３３.１％２１９６６２５２２８.７％４,２０４１４,６２６１,１１０３２.５％１８４５６７４６附属機関（男女平等推進審議会ほか）
３１.３％５１６１,６４９１６２３７.８％４,９５８１３,１０３８９９３８.２％６５１７０１６その他審議会等（行財政改革市民会議ほか）
２０.０％６８４３,４１３−１７.６％５０６２,８７８−１６.９％１１６５−管理職の在職状況
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　市では、男女共同参画社会の実現のため、平成２９年３月に第５次男女共同
参画行動計画を策定しました。
　本計画は、計画期間を平成２９年度〜令和２年度とし、基本理念を「人権尊
重とワーク・ライフ・バランスを軸とする　男女共同参画の実現をめざし
て」と定めています。
　この基本理念を具体的に推進していくため、基本目標Ⅰ「人権が尊重さ
れ、多様性を認め合う社会をつくる」、基本目標Ⅱ「ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現した暮らしをめざす」、基本目標Ⅲ「男女共同参画を積極的に推
進する」と、３つの基本目標を掲げています。
 

　基本目標Ⅰでは６０事業、基本目標Ⅱでは３５事業、基本目標Ⅲでは１４事業、
合計１０９事業の実施内容等について調査しています。
○具体的な取り組み
【審議会等女性の参画推進】
　男女共同参画社会の実現のためには、女性が政策・方針決定の場へ参画す
ることが重要です。
　また、審議会等の委員構成は、男女に偏りがないように配慮することが必
要です。改選時には、できるだけ女性委員の登用を図るなど、さまざまな分
野へ女性の参画の促進に努めています。（下表）
【男女共同参画情報誌「かたらい」発行】
　男女共同参画施策の推進のため、市民編集委員制を導入し、情報誌「かた

計画の概計画の概要要

令和元年度推進状況調査結令和元年度推進状況調査結果果

らい」を発行しています。
　令和元年９月の第５０号は特別企画「人生１００年時代　あなたもライフコー
スについて考えてみよう」、令和２年３月の第５１号では特集「子どもの視点
から男女共同参画を考えてみよう」を発行しました。
　今後も、市民に男女共同参画に関する情報を発信し、意識啓発を図ってい
きます。
【こがねいパレット】
　男女共同参画社会実現のための啓発事業として、講演会等を市民実行委員
が企画、運営しています。
　令和元年１１月２４日に「It's笑タイム！！笑いで吹き飛ばせ暮らしのモヤモ
ヤ」をテーマに開催し、こがねいパレットに賛同する市民団体の紹介・展示
等を行いました。
　「こがねいパレット」は、「いろんな色を持つ、いろんな人たちが自分の色
を大切にして、出会い、交流し、それぞれの色を認め合い、ときには、いく
つかの色が混ざりあって、新しい色を織りなしながら、誰もが楽しく幸せに
暮らせる豊かな社会を作り出そう」という願いが込められています。
 

　報告書は、情報公開コーナー（市役所第二庁舎６階）、図書館本館、企画
政策課男女共同参画室（市役所本庁舎２階）および市ホームページで閲覧で
きます。
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